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表紙

業務の適正を確保するための
体制及び当該体制の運用状況
連結計算書類の連結注記表
計 算 書 類 の 個 別 注 記 表
（2022年１月１日から2022年12月31日まで）

上記事項につきましては、法令及び当社定款第15条第２項の規定に基づき、書面交付請
求をいただいた株主様に対して交付する書面（電子提供措置事項記載書面）への記載を省
略しております。

第39期定時株主総会招集ご通知に際しての
電子提供措置事項

株式会社イボキン
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
１．業務の適正を確保するための体制についての決議内容の概要
　当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき2017年６月14日の取締役会にて、以下のように業務の
適正を確保するために体制整備の基本方針（内部統制システムの整備に関する基本方針）を定めており
ます。概要は次のとおりであります。
⑴　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（会社法第362条第４項第６号、会社法施行規則第100条第１項第４号）
①　「取締役会規程」をはじめとする諸規程を整備し、取締役及び使用人への周知・徹底を行う。
②　当社の取締役及び使用人は「コンプライアンス管理規程」に従い、法令、定款及び社会規範を遵
守した行動をとる。
③　コンプライアンスに関するリスク管理を行うことを目的とした「内部通報窓口に関する規程」を
制定しており、社内及び社外の通報窓口を設置することで、不正行為の未然防止及び早期発見に努
めている。また、不正行為の通報者及びその協力者に不利益が生じる恐れのないよう通報者等の保
護義務を定めている。
④　「内部監査規程」に基づき、社長直轄の内部監査室による内部監査を実施し、取締役及び使用人
の職務の執行が適切に行われているか検証する。

⑵　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
（会社法施行規則第100条第１項第１号）
①　「文書管理規程」に基づき、取締役会議事録、稟議書、契約書等の職務に係る重要書類の適切な
保管・管理を行う。なお、取締役及び監査役はこれらの文書を常時閲覧することができる。
②　不正な取得、使用及び開示その他社外への流出を防止するために「営業機密管理規程」及び「個
人情報保護規程」を定め、会社及び個人に関する情報の適切な管理を行う。
③　各法令及び金融商品取引所の定める諸規則等の要求に従い、会社情報を適時適切に開示する。

⑶　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（会社法施行規則第100条第１項第２号）
①　当社の危機回避及び危機が発生した場合の当社被害の最小化を目的とする「リスク管理規程」を
制定し、リスクの事前把握及びリスクマネジメント・システムの構築に努める。
②　「リスク管理委員会」を原則として年４回開催し、広範なリスク管理についての協議を行い、リ
スクへの対策を検討する。
③　緊急事態発生の際には、社長は直ちに緊急対策本部を設置し、情報の収集・分析、対応策・再発
防止策の検討・実施等を行い、事態の早期解決に努める。

⑷　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（会社法施行規則第100条第１項第３号）
①　取締役会は、「取締役会規程」に基づき、１ヵ月に１回開催するほか、必要に応じて随時開催す
る。
②　意思決定の迅速化のため、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」及び「稟議規
程」に従って、効率的に職務の執行を行う。
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⑸　当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
（会社法施行規則第100条第１項第５号）
①　当社では、「関係会社管理規程」において、当社による子会社の管理に係る業務、子会社から当
社への協議・承認事項及び報告事項を定め、子会社に対して適切な管理を行う。
②　子会社は当社の内部監査室による定期的な監査の対象とし、監査の結果については社長及び担当
役員に報告がなされる。また、監査の結果に基づいて、必要があれば社長及び担当役員は子会社に
対して指導または勧告を行う。

⑹　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及
びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
（会社法施行規則第100条第３項第１号及び第２号）
①　監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合は、取締役会での協議の上、人数及び権限等
を決定し、任命する。
②　当該使用人の人事評価・異動については、監査役の意見を尊重した上で行うものとし、当該使用
人の取締役からの独立性を確保する。

⑺　取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
（会社法施行規則第100条第３項第４号）
①　取締役及び使用人は、法定事項のみならず、当社に重大な影響を及ぼす事項、その他法令に違反
する事実等が発生又は発生する恐れがあると認識した場合は、速やかに監査役に報告する。
②　取締役は、取締役会等の重要な会議において随時その担当する業務の執行状況を報告する。
③　内部監査室は、監査役に内部監査の実施状況を随時報告する。

⑻　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（会社法施行規則第100条第３項第７号）
①　取締役との定期的な意見交換の実施や監査役と内部監査室との連携が図れる環境の整備により、
取締役及び使用人との適切な意思疎通及び監査業務の実効性を確保する。
②　監査役は、必要に応じて公認会計士・弁護士等の専門家の意見を求めることができる。

⑼　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
　「反社会的勢力に対する対応マニュアル」を制定し、健全な会社経営のため、反社会的勢力とは一
切関わりを持たず、不当な要求に対しては断固としてこれを拒否する。

⑽　財務報告の信頼性を確保するための体制
　財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出
に向け、内部統制システムの運用を行うこととする。また、その仕組みが適正に機能することを継続
的に評価し、必要な是正を行うこととする。
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２．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社は、「内部統制システムの整備に関する基本方針」に基づき、以下の具体的な取り組みを行って
おります。
⑴　重要な会議の開催状況
　当事業年度において、毎月１回以上取締役会を開催し、各議案についての十分な審議や取締役の業
務執行状況についての報告が行われ、活発な意見交換がなされております。
⑵　コンプライアンス・リスク管理に関する取り組み
　コンプライアンス意識の徹底を図るため、定期的に教育を実施しております。また、内部監査室で
は、法令、定款、社内規程等の遵守状況を監査項目に加え、会社の業務が適切に行われているかの内
部監査を実施しております。リスク管理の観点からは、四半期ごとにリスク管理委員会を開催し、コ
ンプライアンス違反行為等を把握するため内部通報制度を設け、コンプライアンス違反行為等が発生
した場合には防止対策の策定、全社に向けた注意喚起を実施しております。
⑶　監査役の監査体制
　当事業年度において毎月１回以上監査役会を開催し、監査役会において定めた監査計画に基づいた
監査を実施しております。また、当事業年度において開催された取締役会への出席のほか、その他の
重要な会議への出席を通じて、取締役による業務の執行を監査しております。監査役会は、監査の実
効性を高めるため、内部監査室及び監査法人と定期的に意見・情報交換を実施し監査の実効性を高め
ております。
⑷　財務報告に係る信頼性の確保に対する取り組み
　当社グループの財務報告に係る内部統制の強化については、適正な財務書類の作成に向けてその体
制の強化を図り、法令遵守やリスク管理についての教育を行っております。
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連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

⑴　連結の範囲に関する事項
連結子会社の状況

・連結子会社の数 １社
・連結子会社の名称 株式会社国徳工業

⑵　連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

⑶　会計方針に関する事項
①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ　その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は移動平均法により算定）を採用しております。

市場価格のない株式等
　移動平均法による原価法を採用しております。

ロ　棚卸資産
（イ）商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品

　主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法
により算定）を採用しております。

（ロ）未成工事支出金
　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
定）を採用しております。

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ　有形固定資産（リース資産を除く）

　主として定額法を採用しております。最終処分場については埋立量に基づいて費用処理しており
ます。

ロ　無形固定資産
　定額法を採用しております。
　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法
を採用しております。

ハ　リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

③　重要な引当金の計上基準
イ　貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸
倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上しておりま
す。

ロ　賞与引当金
　従業員への賞与支払に備えて、賞与支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。

ハ　役員退職慰労引当金
　役員の退職慰労金の支出に備えて、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しておりま
す。
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ニ　受注損失引当金
　受注契約に係る将来の損失に備えて、将来の損失が見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積
ることが可能なものについて、その損失見込み額を計上しております。

④　退職給付に係る会計処理の方法
　退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債
務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

⑤　重要な収益及び費用の計上基準
　当社グループは、以下の５ステップアプローチに基づき、顧客との契約から生じる収益を認識して
おります。
　ステップ１：顧客との契約を識別する。
　ステップ２：契約における履行義務を識別する。
　ステップ３：取引価格を算定する。
　ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
　ステップ５：履行義務を充足したとき又は充足するにつれて収益を認識する。
　当社グループの主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点
（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。当該事業から生じる収益は顧客との契約
に従い計上しており、売上収益に含まれる変動対価等の金額に重要性はありません。また約束した対
価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
イ　解体工事契約に係る収益認識

　履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり、収益を認識する方法で計上しております。な
お、履行義務の充足に係る進捗率の測定は、主に発生原価に基づくインプット法によっております
が、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないものの、発生する費用を回収
することが見込まれる場合には、原価回収基準を適用しております。また、工事期間がごく短い契
約については、代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、工事が完了した時
点で収益を認識しております。

ロ　代理人取引に係る収益認識
　顧客への製品の販売における当社の役割が代理人に該当する取引について、純額で収益を認識
しております。

⑥　のれんの償却方法及び償却期間
　のれんの償却については、５年間の定額法により償却を行っております。

２．会計方針の変更に関する注記
（「収益認識に関する会計基準」の適用）
　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）
等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービ
スと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、主に以下の変更が生じて
おります。
解体工事契約に係る収益認識
　当連結会計年度の期首より、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しており
ます。なお、履行義務の充足に係る進捗率の測定は、主に発生原価に基づくインプット法によっておりますが、履行
義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないものの、発生する費用を回収することが見込まれる場合に
は、原価回収基準を適用しております。また、工事期間がごく短い契約については、代替的な取扱いを適用し、一定
の期間にわたり収益を認識せず、工事が完了した時点で収益を認識しております。
代理人取引に係る収益認識
　顧客への製品の販売における当社の役割が代理人に該当する取引について、従来は顧客から受け取る対価の総額を
収益として認識しておりましたが、純額で収益を認識する方法に変更しております。
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建物及び構築物 99,759千円
機械装置及び運搬具 259千円
土地 543,701千円

計 643,719千円

１年内返済予定の長期借入金 9,887千円
長期借入金 21,820千円

計 31,707千円

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお
り、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の
利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、当連結会計年度の売上高は
1,054,122千円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ30,610千円減少しておりま
す。また、利益剰余金の当期首残高は18,864千円増加しております。
　収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた
「受取手形及び売掛金」及び「完成工事未収入金」は、当連結会計年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含
めて表示し、「流動負債」に表示していた「未成工事受入金」は、当連結会計年度より「契約負債」として表示する
こととしました。なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新
たな表示方法により組替えを行っておりません。
　１株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
　なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注
記については記載しておりません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい
う。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業
会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める
新たな会計方針を、将来にわたって適用することにしました。なお、当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響は
ありません。
　また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことと
しました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2019年７月４
日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載してお
りません。

３．重要な会計上の見積り
（一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法における見積り）
　⑴当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

一定の期間にわたり充足される履行義務による収益　　　　558,579千円
　⑵識別した項目に係る重要な会計上の見積りに関する情報

　工事契約については、期間がごく短い工事を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づ
き、一定の期間にわたり収益を認識しており、履行義務の充足に係る進捗度の見積りは、工事原価総額に対する発
生原価の割合に基づき算定しております。収益の認識にあたり、工事原価総額の変動は、履行義務の充足に係る進
捗度の算定に影響を与えるため、期末日における工事原価総額を合理的に見積る必要がありますが、作業工数等が
請負契約締結後に想定を超えて発生する場合など、工事原価総額の見積りには不確実性を伴うため、翌連結会計年
度の業績に影響を及ぼす可能性があります。

４．連結貸借対照表に関する注記
⑴　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

担保付債務は、次のとおりであります。
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有形固定資産の減価償却累計額 2,088,136千円

電子記録債権 9,445千円

　当座貸越極度額
　借入実行残高

700,000千円
100,000千円

株式の種類 当連結会計年度期首
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

普通株式 1,713,600 1,713,600 － 3,427,200

株式の種類 当連結会計年度期首
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

普通株式 18,358 60,934 － 79,292

⑵　有形固定資産の減価償却累計額

⑶　最終処分場勘定
　最終処分場勘定については、廃棄物の最終処分を行う目的で取得した土地代金、当該土地取得に要した費用、建
設費用及び資産除去債務に対する除去費用を計上しております。また、当該勘定科目は廃棄物の埋立量により償却
しております。

⑷　期末日満期手形及び電子記録債権
　期末日満期手形及び電子記録債権の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理をしておりま
す。なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が期末残高に含まれてお
ります。

⑸　当座貸越契約
　当社は、資金調達の機動性及び安定性の確保を図るため、取引金融機関３行と当座貸越契約を締結しておりま
す。これらの契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。

　差引額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　600,000千円

⑹　同一の工事契約に係る棚卸資産及び受注損失引当金の表示
　損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金と受注損失引当金は、相殺せずに両建てで計上しており
ます。

５．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　発行済株式の種類及び総数に関する事項

（注）2022年１月1日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

⑵　自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）１．2022年１月1日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。
２．自己株式変動事由の概要

株式分割による増加　　　　　　　　　　　　　　　　  18,358株
市場買付による増加　　　　　　　　　　　　　　　　  42,500株
単元未満株式の買取による増加　　　　　　　　　　　　　　76株
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決 議 予 定 株 式 の
種 類

配 当 の
原 資

配当金の
総額

１株当たり
配 当 額 基 準 日 効 力 発 生 日

2022年3月29日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 76,285千円 45円 2021年12月31日 2022年3月30日

決 議 予 定 株 式 の
種 類

配 当 の
原 資

配当金の
総額

１株当たり
配 当 額 基 準 日 効 力 発 生 日

2023年3月29日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 75,327千円 22.5円 2022年12月31日 2023年3月30日

⑶　剰余金の配当に関する事項
①　配当金支払額

（注）2022年１月1日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、上記の１株当たり配当
額は、当該株式分割実施前の株式数を基準とした金額を記載しております。

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

６．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社グループは、主に設備投資に必要な資金の調達を目的として、銀行等金融機関からの借入により
資金を調達しております。また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。デリバティ
ブ取引は行わない方針であります。

②　金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である受取手形、売掛金及び契約資産は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式等であり、市場価格の変動リスクに晒されてお
ります。
　営業債務である買掛金及び工事未払金は、支払期日が１年以内となっております。短期借入金、長期
借入金及びリース債務は、運転資金及び設備投資に必要な資金調達を目的としたものであります。その
うち一部は資金調達に係る金利リスク及び流動性リスクに晒されております。

③　金融商品に係るリスク管理体制
【信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理】

　当社グループは、与信管理規程に従い、営業債権について、各部署が主要な取引先の状況を定期的に
モニタリングし、財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

【市場リスクの管理】
　当社グループは、投資有価証券について定期的に時価や発行体の財務状況などを把握することによ
り、管理しております。

【資金調達に係る流動性リスクの管理】
　当社グループは、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金計画を作成、更新することで、流動
性リスクを管理しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、変
動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあ
ります。
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連結貸借対照表計上額
（千円） 時価（千円） 差額（千円）

投資有価証券 370,158 370,158 －

資産計 370,158 370,158 －

長期借入金（１年内返済予定も含む） 202,319 201,419 △899

リース債務（１年内返済予定も含む） 92,053 92,222 168

負債計 294,372 293,641 △730

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
　その他有価証券 370,158 － － 370,158

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 201,419 － 201,419

リース債務 － 92,222 － 92,222

負債計 － 293,641 － 293,641

⑵　金融商品の時価等に関する事項
１．2022年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりでありま
す。

(注)現金及び預金、受取手形、売掛金及び契約資産、買掛金、工事未払金、短期借入金、未払金、未払法人税等につ
いては、現金であること及び短期間で決済または返済されるため、時価が帳簿価額に近似することから記載を省
略しております。

２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル
に分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
　　　　　　　　価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

②時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベ
ル１の時価に分類しております。
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（単位：千円）

報告セグメント
合計

解体事業 環境事業 金属事業 計

売上高
一時点で移転される財・
サービス 734,651 1,725,941 4,942,491 7,403,084 7,403,084

一定の期間にわたり移転
される財・サービス 558,579 － － 558,579 558,579

顧客との契約から生じる
収益 1,293,231 1,725,941 4,942,491 7,961,663 7,961,663

その他の収益 － － － － －

外部顧客への売上高 1,293,231 1,725,941 4,942,491 7,961,663 7,961,663

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 850,351

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 798,283

契約資産（期首残高） 211,127

契約資産（期末残高） 19,726
契約負債（期首残高） 107,324

契約負債（期末残高） 31,561

長期借入金及びリース債務
　これらの時価は元利金の合計額を、新規に同様の借入、またはリース取引を行った場合に想定される利率で割り
引いた現在価値により算出しており、レベル２の時価に分類しております。

７．収益認識に関する注記
⑴　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

⑵　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
①契約及び履行義務に関する情報
　履行義務の内容及び履行義務を充足する通常の時点については、「重要な会計方針」の「収益及び費用の
計上基準」に記載のとおりであります。重要な支払い条件については、一時点で充足される履行義務の場合
は、解体事業については完工後、環境事業については産業廃棄物の受取り後、金属事業については金属スク
ラップの引き渡し後、概ね２ヵ月後に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。一定の期間に
わたり充足される履行義務の場合は、契約条件に従い、概ね履行義務の進捗に応じて段階的に受領しており
ます。
②取引価格の算定に関する情報
　金属事業及び環境事業において、代理人として取引を行っている金属スクラップや産業廃棄物の直送取引
については、取引価格を、顧客から受け取る対価の額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額により
算定しております。

⑶　顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度
末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

①契約資産及び契約負債の残高等
 （単位：千円）

　契約資産は、顧客との工事請負契約について履行義務の充足に係る進捗度に基づき認識した収益額の
うち未請求の対価に対する当社の権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社の
権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられるものであります。
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⑴　１株当たり純資産額 1,137円10銭
⑵　１株当たり当期純利益 102円88銭

　契約負債は、工事請負契約について、役務の提供に先立って顧客から受領した前受金等に関するものであ
り、収益の認識に伴い取り崩されるものであります。
　当連結会計年度期首における契約負債残高は、すべて当連結会計年度の収益として認識しており、翌連結
会計年度以降に繰り越される金額はありません。
　また、過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益の金額
に重要性はありません。

②残存履行義務に配分した取引価格
　当事業年度末における残存履行義務に配分された取引価格の総額は487,607千円であり、当社は、当該残
存履行義務について、履行義務の充足につれて１年以内で収益を認識することを見込んでおります。

８．１株当たり情報に関する注記

（注）２．会計方針の変更に関する注記に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」等を適用して
おります。この結果、当事業年度の１株当たり純資産および１株当たり当期純利益はそれぞれ
5.78円及び5.75円減少しております。
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　有価証券の評価基準及び評価方法
①　子会社株式

移動平均法による原価法
②　その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定）を採用しております。

市場価格のない株式等
　移動平均法による原価法を採用しております。

⑵　棚卸資産の評価基準及び評価方法
①　商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品

　主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を
採用しております。

②　未成工事支出金
　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用してお
ります。

⑶　固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産を除く）

　主として定額法を採用しております。最終処分場については埋立量に基づいて費用処理しております。
②　無形固定資産

　定額法を採用しております。
　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用して
おります。

③　リース資産
　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と
同一の方法を採用しております。
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と
する定額法を採用しております。

⑷　引当金の計上基準
①　貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金
　従業員の賞与金の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

③　退職給付引当金
　退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方
法を用いた簡便法を適用しております。

④　役員退職慰労引当金
　役員の退職慰労金の支出に備えて、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

⑤　受注損失引当金
　受注契約に係る将来の損失に備えて、将来の損失が見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積ることが可
能なものについて、その損失見込み額を計上しております。

⑸　重要な収益及び費用の計上基準
　重要な収益及び費用の計上基準については、「連結注記表１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な
事項に関する注記等（３）会計方針に関する事項　⑤重要な収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載して
おりますので、注記を省略しております。
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建物 99,759千円
機械及び装置 259千円
土地 543,701千円

計 643,719千円

１年内返済予定の長期借入金 9,887千円
長期借入金 21,820千円

計 31,707千円

⑵　有形固定資産の減価償却累計額 1,776,682千円

電子記録債権 9,445千円

短期金銭債権 696千円
短期金銭債務 30,401千円

２．会計方針の変更に関する注記
　会計方針の変更に関する情報は、連結計算書類「連結注記表1．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事
項に関する注記等、（会計方針の変更に関する注記）」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しており
ます。
　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお
り、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余
金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、当事業年度の売上高は1,005,579千
円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ10,272千円減少しております。また、利益
剰余金の当期首残高は3,946千円増加しております。
　収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において「流動資産」に表示していた「完成工事未
収入金」は、当事業年度より「完成工事未収入金」及び「契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた
「未成工事受入金」は、当事業年度より「契約負債」として表示することとしました。
　なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により
組替えを行っておりません。
　１株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
　なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記に
ついては記載しておりません。

３．重要な会計上の見積り
（一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法における見積り）

　⑴当事業年度の財務諸表に計上した金額
　　一定の期間にわたり充足される履行義務による収益　　　　557,552千円
　⑵識別した項目に係る重要な会計上の見積りに関する情報
　　識別した項目に係る重要な会計上の見積りに関する情報については、「連結注記表３．重要な会計上の見積り
　　⑵識別した項目に係る重要な会計上の見積りに関する情報」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略
しております。

４．貸借対照表に関する注記
⑴　担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産

②　担保に係る債務

⑶　期末日満期手形及び電子記録債権
　期末日満期手形及び電子記録債権の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理をしておりま
す。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が期末残高に含まれておりま
す。

⑷　関係会社に対する金銭債権債務は次のとおりであります。
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　当座貸越極度額
　借入実行残高

700,000千円
100,000千円

関係会社との取引高
営業取引による取引高

売上高 22千円
仕入高 1,356千円
外注費 236,469千円

株 式 の 種 類 当事業年度期首 増 加 減 少 当 事 業 年 度 末

普 通 株 式 （ 株 ） 18,358 60,934 － 79,292

繰延税金資産
未払事業税 5,000千円
賞与引当金 4,849千円
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
減価償却超過額
資産除去債務

4,217千円
85,290千円
10,549千円
9,022千円

その他 15,561千円
繰延税金資産小計 134,492千円
評価性引当額 △114,024千円
繰延税金資産合計 20,468千円
繰延税金負債

資産除去債務に対応する除去費用 △6,750千円
その他有価証券評価差額金 △30,896千円

繰延税金負債合計 △37,647千円
繰延税金負債の純額 △17,179千円

⑸　当座貸越契約
　当社は、資金調達の機動性及び安定性の確保を図るため、取引金融機関３行と当座貸越契約を締結しておりま
す。これらの契約に基づく事業年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。

　差引額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 600,000千円

⑹　同一の工事契約に係る棚卸資産及び受注損失引当金の表示
　損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金と受注損失引当金は、相殺せずに両建てで計上して
おります。

５．損益計算書に関する注記

６．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式に関する事項

（注）１．2022年１月1日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。
２．自己株式変動事由の概要

株式分割による増加　　　　　　　　　　　　　　　  18,358株
市場買付による増加　　　　　　　　　　　　　　　  42,500株
単元未満株式の買取による増加　　　　　　　　　　　　　76株

７．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

８．収益認識に関する注記
　収益を理解するための基礎となる情報は、連結計算書類「連結注記表７．収益認識に関する注記」に同一の内容
を記載しておりますので、注記を省略しております。
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⑴　１株当たり純資産額 1,027円65銭
⑵　１株当たり当期純利益 105円72銭

９．１株当たり情報に関する注記

（注）２．会計方針の変更に関する注記に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」等を適用しておりま
す。この結果、当事業年度の１株当たり純資産および１株当たり当期純利益はそれぞれ1.99円及び1.98
円減少しております。

10．その他の注記
　記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて、比率の表示桁未満は、四捨五入して表示しております。
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